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経済論叢 〔京都大学)第160巻 第1号,1997年7月

.日本と韓国の投機的土地保有 と土地利用計画‡(1)

鄭 嫡 潤

1は じ め に

日本と韓国は時間的差異は若干あるものの,ユ98⑪年代後半に激 しい地価上昇

が発生 し,土 地の非効率的利用や経済主体問の資産格差の拡大等の問題を起こ

した。これに対する対策 として 日本は地価税を,韓 国は土地公概念を導入した

が,土 地政策のあ り方を巡っての意見の対立は依然として強い。日本では,経

済学者の規制緩和 ・土地保有税重謀論と都市計画学者の規制強化論が対立して

いる。宮尾 〔1987〕と野口 〔1992)を 中心とする経済学者は,地 価E昇 の原因

を厳 しい土地利用規制 と低い土地保有税による土地の供給不足に求め,土 地利

用規制の緩和 と固定資産税の強化を主張しているのに対 し1,,大谷 〔1993〕を

中心とする都市計画学者は金融緩和や上地利用規制の緩和による土地投機が原

因と見て,土 地利用規制の強化を主張 している。

韓国の場合,従 来か らの⊥地保有税重課論に加わって,「新経済5ヶ 年計画」

が導入された1993年 から,規 制緩和 による土地供給拡大論(金 〔1994〕,李

〔1994})が 政策の主流となっているが,都.市 計画学者(権 〔1993〕)は都市環

境の悪化を理血に反対 している。

串 本稿は1996年 度 の修士論文を修正 ・加筆 した もので ある。

1)宮 尾は,80年 代後 「トの地価..L昇が,80年 代初 頭に行'・た国際 的な金融緩和 による大幅な金利低

下によって起 こった現象であ り,東 京特有の現 象ではないと してい るのに対 し,野 口は,今 回の

地価 上昇の原 因を,日 本特 に東京の特殊性か ら探 す。つ ま り,① 東京の国際化等に よる都 心地価

の急 騰②土 地税制 の誤 り③金融緩和を背景 とした土地投機の拡大 を重視す る。両見解は,地 価 ヒ

昇の原因につ いて は見解 を異に している ものの,解 決策 と して土地利用規制の緩和や土地 保有税

の強化を主張 して いる点で は,全 く違いがない,
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しか し,い ずれの見解にせよ,両 国の現状を踏まえた上で,経 済学的観点か

ら土地利用計画の効果を分析 しようとする試みがなかった という面で限界があ

る。さらに,規 制緩和論は,土 地の特殊性,つ まりそれ自体が住環境をなすと

いう公共的性格 とその利用には外部性や独占等の市場の失敗の要因が存在 しや

すいという性格を軽視 している。土地政策は,こ のような土地の特殊性を考慮

.し,上 地が最 も効率的に利用.されると共に,住 みやすい住環境を形成するよう

に,講 じられなければならない。

本論文の目的は,こ ういう問題意識の下で,最 近の両国の地価上昇の原因を

簡単なモデルで究明 した上で,現 在 口 ・.韓両国で上地政策の主流となっている

規制緩和論 と保有税強化論の問題点を明らかにすると同時 に,そ の代案として

の土地利用計画の土地政策としての有用性を明らかにすることである。

11両 国の地価上昇の原因分析

80年代後半の地価上昇の原因についての既存の研究は,当 時の地価上昇が

ファンダメンタルズによるものかバブルであるかというマ クロ的観点か らの地

価上昇の性格に関する議論が中心であり,ミ クロ的観点か らの地価上昇メカニ

..ズムの分析は行なっていない訟。

(1)簡 単なモデル分析

まず,各 経済主体が毎年 自分の土地保有量と.その利用程 度をどう決めるかと.

い う問題を考えてみよう艮〕。問題 を簡単にするため,上 地税は存在せず,地 価

は.一定であると仮定する。さらに,全 土地の限界収入生産は同じで逓減するも

のとし,土 地の譲渡費用はない と仮定する、分析の便宜上,代 表的な個人Aと

Bの 土地保有量の決定問題を考えてみよう。そして,AとBの 問には,自 己資

2)野 口 〔1992〕は現実地価 と理論地価 との差異 を計算 し,日 本 の地価 の半分以 トはバブルである

と主張する。これ に対 して.宮 尾 〔1991〕は,地 価上昇が低 い水準 の土地保有税 と利子率,そ し

て高 い土地 生産性 によって起 こった と主張す る。

3)以 下の分析 はGaffney〔1961〕 のモ デルを利用 して行 う。
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本の規模や情報収集能力,担 保能力等の差が存在するため,財 政力にも差が存

在すると仮定する。このように仮定するのは.現 実的に日韓両国においても,

経済主体間の財政力の差が存在す るか らである。

この時,A,Bは 次の式が成立するように土地の保有量を決めるであろう。

(4RんJL)ρ=ゴ.(1)

.dR/dL土 地の限界収入生産

P:土 地1単 位当た りの購入価格

霞 各個人の利子率または割引率.

この式は,.各主体が十地の限界収入生産 と土地の保有費用が等しくなるまで

土地を購入 し,保 有す るこ.とを意味する。例えば,Aの 利子率は5%,Bは.

7%,POは100円 とすると,Aの 方が,年 間の土地保有の限界費用がBの それ

.よゆ低いため,よ り多 くの土地を保有することになる。これはAの 方がBよ り

土地を非効率的に利用することを意味する。このような結果が図1に 描かれて

いる。

このことによれば,AとBは 土地を買う時には同じ金額を払 うが,土 地利用

に対 しては,二 人の利子費用の違いのため,毎 年違った金額を払うことになる。

その結果,Aは 土地を浪費 し,土 地の限界生産が低くなるが,Bは 相対的に土

地を効率的に利用 し,高 い限界生産を得ようとする。

今まで,上 地価格は一定であると仮定して来たが,こ れからは80年代後半の

司

」
1
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日韓 両 国 の よ う に,土 地 の 価 格 が す で に上 昇 し,地 価 ヒ昇 へ の 期 待 が 形 成 した

場 合 の土 地 保 有 問 題 を考 え て み よ う。 そ の時,人 々 は(2)式 が 成 立 す る よ うに

.土 地 の保 有 量 を決 め るで あ ろ う。

(dR/dL)/P,+1十P*/P,+1=ゴ.(2)

P*:土 地 か らの期 待 値 上 が り益 ,.

Pt+1:'期 の問 に既 に上 昇 した'+1期 初 の 土 地 購 入価 格41

'期 の 問 に 地 価 が 上 昇 し,'+1期 に お い て の 年 間 期 待 地 価..h昇 率 が2%に

...な っ た と しよ う。 こ こで,'+1期 で の 地 価 ヒ昇 率 が20%(10⑪ 円 か ら120円 へ)

で あ る場 合 と50%(100円 か らユ50円へ)で あ る場 合 の'+1期 に お け る土 地 保

有 の 問題 を考 え て み よ う。 まず,'期 の 地 価 上 昇 率 が20%の 場 合 ,Aの 新 しい

土 地 か ら の収 益 率 は,限 界 収 入 生 産 の 比 率4.16%←5/120)と 期 待 地 価 卜昇

.率2%を あ わ せ た6」6%に な り,彼 の利 子 率5%を 上 回 る こ と に な る。'期 の

地 価 上 昇 率 が50%の 場 合 もAの 収 益 率5,33%(3.33%十2%)は 利 子 率 を上 回

る。 従 って,Aは 土 地 の 保 有 を 増 や す こ とに な る。

Bは.'期 の地 価 上 昇率 が20%の 場 合 は,収 益 率7.83(5.83%+2%)が 利

子 率7%よ り大 きい か ら土 地 の保 有 を増 や す こ と に な るが,地 価 上昇 率 が50%.

の 場 合 は,収 益 率6.66%(4.66%+2%!が 刷 了率7%よ り小 さ く,土 地 の保

有 を 増 や せ な くな る 。

この結 果 は,経 済 主 体 の間 に財 政 力 の差 が存 在 し,地 価 が 上 昇 す る過 程 で は,

財 政 的 に有 利 な主 体 め投 機 的 土 地 保有 が増 大 し,土 地 が 非 効 率 的 に利用 され る

こ とを意 味 す る。

以.Lの 分 析 を踏 まえ て,.日 本 と韓 国 の場 合,実 際 に経 済 主体 間 の財 政 力 の違

い が 土 地 保 有 に どの よ うな影 響 を及 ぼ した か を見 て み よ う。 図2は 日本 の不 動

産 ・財 団 抵 当 貸 付 残 高 の 増 加 率 の 推 移 を 示 し て い る が,そ の ピー.ク期 間

(1986-89年)と 地 価 上 昇 のそ れ と一 致 して い る のが 分 か る。

4)単 純化のため,地 価は前期の間に既 に増加 したと し,毎 年 の期待 ヒ昇率はみんな同..・である と

仮定す る.
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出所:日 本銀行 「経済統計年報」

表1個 入 と法 人 の土 地 保 有 面 積 の 推 移 〔単 位:km諺,%)

1981 ユ982 1983 ユ984 1985旨1986i ⊥987 1988. 1989

個入

割合

750.5

78.4

748.8

78.6

746.4

78.6

756.4

78.8

749.11745.3

78・7178・3

729.2

77.6

723.7

77.4

719.1

76.4

.法人

割合

2Q6.6

21.6

204.2

21.4

203.3

21.4

203.5

21.2
[206.8203.2

21.3…21.7

209.2

22.4

211.5

22.6

222.3

23.6

出所:東 京都,陳 京の土地1989」

表2銀 行利 子率 と私的金融.市場 の利 子率 神 位:%)

1975 1980 198111983 1985 1986

銀行利子率

私的金融市場利子率

15.5

41.0

20.0

44.7

17
35:010.0325.8

10-11.5

24.0

10-11.5

23.1

出所=韓 国銀行,『調査統計月報」,1988年4月.号

次 に,表1は80年 代 の個.人 と企 業 の土 地 保 有 面 積 の推 移 を 表 して い るが,

1986年 か ら1989年 ま で,個 人 の1人 当 た りの保 有 量 は急 激 に 減 少 した 反面 傘

業 のそ れ は急 激 に増 加 した こ とが 分 か る。.

次 は韓 国 の 場 合 を 見 て み よ う。 表2は 銀 行 利 子 率 と非 公 式 的 金 融 市場 の利 子

率 の差 を表 して い るが,前 者 が後 者 よ り遥 か に低 く,金 融 機 関 に よ り容 易 に ア

クセ スで きる経 済 主 体 の 方 が財 政 面で もっ と有 利 で あ った こ とが 分 か る。 この

こ とは,韓 国 の 経 済 主 体 の 間 に土 地保 有 の機 会 費用 の ギ ャ ップが あ った こ とを

ー
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表3所P階 層vii土 地 保 ギ〒比 率(1989年 現在 〉(単 位=%)

全国 ソウ ル 釜山 大邸

上位5%

上位10%

上位25%

65.2

76.9

90.8

57.7

65.9

77.8

72.3

81,4..

89.5

72.6

82.4

92.4

出所;土 地公概念研究委 員会,『 研究報告書1,1989年3月

示すものであり,表3に 見られるように,経 済主体間の土地保有量の格差を招

く要因となった。

以上の分析から,経 済主体問の財政力の差 と土地保有量の関係において,.両

国は同じ傾向を見せていると言えよう。

② モ デルの拡張

これ まで の分 析 で は,土 地 保 有 税 が な く,..土地 の未 来 収 益 に対 す る割 引率 が

一定 で あ る と仮 定 した 上 で
,土 地 保 有量 が どの よ うに決 め られ るか を考 察 した 。

こ こか ら は,よ り現 実 的 な モ デ ル を通 じて土 地 保 有 税 等 の 政 策手 段 と して の有

用 性 を考 察 す る た め に,土 地 保 有 税 が 存 在 し,土 地 の 未 来収 益 に対 す る割 引 率

も可 変 的 で あ る土 地投 機 モ デ ル に基 づ い て,土 地保 有 者 の土 地 保 有 期 間 の 決 定

問 題 を考 え て み よ う5〕。 前 の分 析 と同 じ く,各 経 済 主 体 は,毎 年,.L地 保 有 か

ら得 られ る期 待 収 益 と土 地 保 有 費 用 を比 較 して土 地 の保 有 量 を決 め る と仮 定 す

る。 そ うす る と,'期 の 土 地保 有式 は次 の よ うに書 け るで あ ろ う。

K,=T,十 ∫・PトL.(3)

品1'年 の土 地 か らの 収益

ハ:'年 の土 地 保 有 税 額

∫:代 替 投 資 か らの収 益 率

P,_,:'年 初 の 土 地 の.市場 価値(購 入価 格)

こ こで 経 済 主 体 が 土 地 保有 か らの期 待 収 益 と代 替 投 資 か らの 期待 収 益 を考 慮

5>.以 下の分析はB臼bl〔1968〕のモデルを拡張 して行 う。
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しなが ら,毎 年 初 期 に土 地 の 保 有 量 を 決 定 す る とす る と,(3)式 は次 の よ う に

な るで あ ろ う。

カ ロ
R,+E

i=r+、[R,一 丁,]/(1+海)』 等+詑 ト・+、景 、Sノ(1+の'1(4)

鳥:ノ 年 の 上 地 の 期 待収 益

&=ノ 年 の代 替 投 資 か ら の期 待 収 益

ぬ:土 地 の 期 待 収 益 に対 す る割 引率

ゴ:代 替 投 資 収 益 の 割 引 率

こ こで 注 意 す べ きの は,土 地保 有 者 は毎 年 土 地 保 有 期 間 を決 定 す る時,時 間

の 変 数 で あ る割 引 率 ぬで 未 来 の期 待 収 益 を 割 引 す る とい う こ とで あ る。 方 程

式(4)は,割 引 率 み と土 地 保 有 税 が 小 さ くな る ほ ど,投 機 的 土 地 保 有 が 長 く

な る こ と を示 して い る。

こ こで,(4)式 の 政 策 的 意 味 を 調 べ るた め に,鳥 ヒ7}+レP`一 夏が 成 立 して お

り,代 替 投 資 収 益 の 割 引 率 ゴが一 定 で あ る と仮 定 し,次 の よ うな 一般 的 な形 態

の 期 待 収 益 関 数 と費 用 関 数 を 導 入 しよ う。.

1～=」～[h(u(の},T('〉,'](5)

5-S(t) ....、:(6)

顔 彿① 〕:土 地 の 期待 収 益 に対 す る割 引 率

UM:土 地 保 有 者 が 感 じる土 地利 用計 画 の厳 しさ の程 度 δl

T(の:'年 の土 地 保 有税 額

. S(t):代 替 投 資 か らの収 益

':時 間

さ らに,1階 偏 微 分 の符 号 が 次 の よ うで あ る と仮 定 す る。

R〆0,Rτ 〈0,R,>0,尻>0,4S凋'>0,

馬>0で あ る こ とは,土 地保 有 者 が 土 地利 用 計 画 を厳 しい もの と して 感 じる

6)例 えば,∂./8)r>6は,時 間 と共に土地所有者が ト地 利用計画 をもっ と虚 しい もの として感 じ

ることを意味す る。

一

1

刃

1
引
張
」
1

1

」
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ほ ど,土 地 の 未 来 の期 待 収 益 に対 す る割 引 率 が 大 き くな る こ とを意 味 す る。

こ こで,純 収 益 の 最 大化 の1次 条 件 を求 め る と,次 の よ うに な る%.

Re[海路(4〃拗]十Rr(4刀 ゴ')十∂R/∂'=4sκ'(7)

(7>式 は,各 土 地 保有 者 が 限.界期 待 収 益 と限 界 期 待 費 用 が 等 し くな る まで,土.

地 を保 有 す る こ とを 意 味す る。 従 っ て,こ の 式 を満 足 す る 昌 よ,土 地 保 有 者 の

最 適 土 地 保 有 期 間 とな る。 ま た(7)式 は,土 地 保 有 者 の 土 地 保 有期 間'が,土

地 の 期 待 収 入 に対 す る割 引 率 み と土 地 保 有 税 率 丁 の 時 間 的 変 化 に よ っ て,異

な る こ と を示 して い る 。 も し,土 地 利 用 規 制 は時 間 と共 に 緩和 され て来 た反 面,

土 地 保 有 税 は 強 化 され て 来 た とす る と,1～ 冷[妬(∂蛎∂')】>0,Rr(∂ π∂')<0と

な る で あ ろ う し,(7)式 を 満 足 す る土 地 保 有 期 間 は.両 者 の相 対 的 大 きさ に

よ って 決 ま るで あ ろ う。.もし前 者 の絶 対 値 が 後 者 よ り大 き けれ ば,土 地 の未 来

収 益 に対 す る割 引率 乃 の 減 少 に よ る期 待 収 益 の増 加 が,土 地 保 有 税 に よ る期

待 収益 の 減 少 よ り大 き く,土 地 の保 有 期 間が も っ と長 くな る こ とに な る。 この

結 果 は,実 効 性 の あ る土 地 利 用 計 画 の 導.入と土 地 保 有 税 の引 上 げが,投 機 的土

地 保 有 を 抑 制 し得 る政 策手 段 で あ る こ と を示 唆 して い る。

.そ れ で は,両 国 に お い て,ど の政 策手 段 が 最 も効 果 的 で あ るか 。 これ に対 す

る答 え は両 政 策 手 段 が投 機 的土 地 保 有 に与 え る効 果 の 大 き さ に よ って違 って く

る。 資 料 の 制 約 が あ るた め,ま ず 簡 単 な シ ミュ レ ー シ ョン を通 じて土 地保 有 税

重 課 の有 効 性 を調 べ て み よ う。 両 国 の80年 代 に発 生 した 地 価 上 昇分 を,キ ャ ピ

タル ・ゲ イ ン税 と土 地 保 有 税 を利 用 して,目 標 に した 比 率 だ け吸収 す る.ことに

よ って,土 地 の 投 機 的 保 有 を抑 制 す る 問題 を考 え てみ よ う。 つ ま り,与 え られ

た キ ャ ピタ ル ・ゲ イ ン税 率 の 下 で,目 標 に した比 率 だ け,地 価..h昇 分 を吸 収 す

るた め に は,土 地 保 有 税 率 を どの水 準 に策 定 す べ きか とい う問題 で あ る 。 た だ

し,消 費 者 物 価 上 昇 率 に当 た る 地価 上昇 分 は キ ャピ タ ル ξゲ イ ン税 か ら控 除す

る と仮 定 す る。 目標 吸 収 率 を 耐,実 際 の 吸 収率 を κ,土 地保 有 税 率 を ゐ,'年.

度 の地 価 を 五('),キ ャ ピ タル ゲ イ ン税 の控 除 分 をCPI(89)と す る と,次 の 関

7)最 大化の2次 条件,(42R怨 め く(ゴz鋤うは満足 していると仮定する。
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表4与 え られた キ ャ ピタルゲ イ ン税率 と目標吸 収率 別土 地保 有税率(東 京)

κ*=0.5 ゲ=G.6 κ*=⑪.75 κ宰=1

k=0.4

κ=0.3

κ=0.2

ゐ=0.789

海=ユ.598

ぬ=2.397

彪=1.598

海=2.397

ぬ=3」96

ぬ=2.796

拘=3.596

あ=4.39

.ゐ=4.794

海=5,593

宛=6.392

表5与 え られたキャピタルゲイン税率 と目標吸 収率 別土地保有税率(ソ ウル)

た*二 〇.5 ㌃*=0,6 κ*=0.7.5 κ*=1

北=Q,4

k=0.3

北=0.2

み=0.81

海=1,62

ゐ罵2.43

海=1,62.

ん=2.43

海=3。24

海=2.835

海呂3,645

海=4.455

陸=4.86

ゐ旨5.67

海=6,48

係 が成 立 す る。.....'

{五(89)一CPI(89)}× κ*

99.89
エ{L(89)一CPI(89)x左+Σ 屍(f)n{1+ゴ ω}.(8)

t-80)一 一l

h={L(89)一CPI(89)}×(た 歌一 幻(8.、)ヨ　 　
Σ 砿(On{1+i(1)}
酵=80ノ ー,

この式 に基 づ い て,・1980年 か ら1989年 まで の 両 国 の 地 価 資 料 を 利用 して シ ミ.ユ

レー シ ョ ンを行 な った 結 果 が表4と 表5で あ る。 例 え ば,表4の 場 合,実 際 の

吸 収 率0.3を 目標 に した吸 収 率0.5ま で 引 き..ヒげ るた め に は,土 地保 有税 の実 効

税 率 を1.598に しな けれ ば な ら ない こ とを 意 味 す る 。

と ころ で,現 在 日本 と韓 国 の土 地保 有 税 の 実 効 税 率 が それ ぞれ0.2拓 未 満,.

0.06%位 で あ る こ と を考 えて見 る と,地 価 上 昇 分 の75%を 吸 収 す る た め に は,

そ れ ぞ れ最 小 限 現 在 の14倍,50倍 位 の税 率 を導 入 しな けれ ば な らな い.ことを意

味 して い る6し か し,実 際 に この よ うな税 率 を導 入 す るの は,.土 地保 有 税 の応

益 税 的性 格 か ら見 て も,実 行可 能性 か ら見 て も不 可 能 で.あろ う。 従 って,土 地.

保 有税 の重 課 を通 じて⊥ 地投 機 を 防 ご う とす る考 え は限 界 が あ る と言 え よ う。

次 に,両 国 に お け る土 地 利用 計 画 の政 策 的 有 用 性 を調 べ るた め に,そ の現 状

1
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表6.東 京区地域 における実際利用 されてい る宅地 と計 画上の宅地面積

実際利用面積1.1関連用途地域 面積3〕立地可能地域面積31

住

.商

工

居

業

業

用

用

用

24,呂70.6ha

3,344.7ha

3,077,2ha

一... 35,402.3(ユ.4倍)

9,175.0(2.7)

11,973,9(3.9)

55,383.7(2.22>

411650.6(12.4)

21,149.4(6.9>

1)実 際利用面積 は地方税法の区分による。

幻 関連用途地域は都市計画法の区分による。

3)立 地P].能地域の分類 は次 のよ うで あ る:住 居用 の場 合ぽ専 用工業地域 を除い

た全用 途地域の面積,商 業用 の場合 は第1種 専用住居 地域 と専用1業 地域 を除

いた全用途 地域の面積,工 業用 の場 合は専用住居地域 と一般 住居地域を 除いた

全用途地域の面積。

出所:野 村総合研究所,「 地価 と詳細 都市計画』,1991

表7韓 国における実際利用 されてい る住居用 と商業 用の宅 地と

計画上の宅地面積

実際利用面積}} 関連用途地 域面積2} 立地可能地域面積3)

全 国

6大 都 市

.その他都市

53,331ha

31,249ha

22,0821ia

190,849(3.57倍)

73,935(2.7>

116,9ユ4(3,9>

336,935(6,3>

122,363(3.91)

214,572(9.7)

1)実 際利用面積 は地方税法の区分による。

2)関 連用途地域 は都市計画法 の区分による。

3)立 地可 能地 域の面積は専用工業 地域 と...一般工業地域 を除いた全用途地逸 の面

積

出所:建 設部.『 都市計画現況」,1994

を.見てみよう。表6と 表7は,両 国の土地利用計画iヒよって指定された宅地面

積 と実際に利用されている宅地面積との差を表しているが,前 者が後者より遥

かに大 きいことが分かる。このことは,実 際の開発需要面積より計画上の開発

用途の土地面積が多 く,そ れだけ土地利用計画が緩 くなってい為ことと,そ れ

によって,土 地の資産としての価値が高 くなったことを意味するものである。

次に,両 国の住居地域と商業地域においてどのような施設の建築が許容され

ているかを見ても事情は同じである。日本の場合,映 画館等の一部の娯楽施設

と⊥場を除いては,ほ ぼすべての施設の立地が両地域で許容されてお り,韓 国

も工場と一部の宿泊施設と娯楽施設の立地だけが禁止されている。つまり,両
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表8東 京都23区 の容積充足率. (単位:%)

指定平均容積率 〔a) 概 算容積 率(b) 容積充足率(b/a×100)

1980年

1989

242

243

87

102

36

42

出所;東 京都 「東京の土地19891よ り作成

国では建築の自由が幅広 く認められている。

特に日本の区部の場合は,表8に 見 られるように,実 際に利用されている容

積率が法定容積率に遥かに及ばない状態で,土 地利用 規制が厳 しい とは言えな

い5)。

今まで,簡 単なモデルと資料を用いて日韓両国の地価上昇の原因について考

察 したが,そ の主な内容は次のように要約できるであろう。第 ユに,個 人の間

に利子率(土 地保有の機会費用)に 差が存在すると,利 子率の低い経済主体の

投機的土地保有が起 こること。

第2に,地 価が上昇し,地 価上昇への期待が形成 した場合にはより多 くの土

.地が投機的に保有されること。第3に,土 地利用規制が緩い状態では,土 地か

らの期待収益に対する.割引率が減少 し,投 機的土地保 有が維持 ・長期化される

こと。第4に,日 韓両国の最近の地価上昇 も,経 済i:三体問の利子率の差 と緩い

土地利用計画制度による割引率の低下を原因とした投 機的土地保有によって起

こったこと。第5に,こ のような投機的土地保有を防ぐためには,規 制緩和や

土地保有税重課は現実を十分検討 しない的外れの政策代案であることである。
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